
この件に関するお問い合わせ先　TEL：098-867-3526　FAX：098-861-7758　住所：〒900-0006 那覇市おもろまち4-16-33

沖縄県司法書士会　事務局　<HP>http://www.okinawa-shiho-shosi.net

◆日　時：2012年9月15日(土)  10:00～16:00
◆場　所：沖縄県司法書士会会館３階　相談ブース (那覇市おもろまち4丁目16番33号)

相談は無料です。

簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士は、
簡易裁判所の事物管轄(140万円以下）の民事事件の法律相談や代理を行うことができます。

母の年金が勝手に
使われているみたい。
どうしよう…。

成年後見制度は、
権利や財産を守る
身近なしくみです。

ひとり暮らしの
今後が不安だ。

日本司法書士会連合会
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～司法書士がお応えします～


